
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
金
～
15
日
木

【
平
成
30
年
度
防
火
標
語
】

忘
れ
て
な
い
？　
サ
イ
フ
に
ス
マ

ホ
に　
火
の
確
認

　
空
気
が
乾
燥
し
、
火
を
使
う
機

会
が
増
え
る
こ
と
か
ら
、
火
災
が

発
生
し
や
す
い
時
期
を
迎
え
ま

す
。
そ
の
た
め
、
ご
み
の
屋
外
焼

却
や
不
適
切
な
火
の
取
り
扱
い
は

行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▪
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
と

　
管
理

　
消
防
法
に
よ
り
、
全
て
の
住
宅

に
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
の
設

置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
命
や
財
産
を
住
宅
火
災

か
ら
守
る
た
め
、
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
設
置
し
、
日
頃
か
ら
点
検

を
行
い
、
適
正
な
管
理
に
努
め
て

く
だ
さ
い
。

▼
予
防
課

☎
23‐４
０
７
４

23‐０
１
８
０

介
護
就
職
面
接
会１

０
０
５
１
９
１

　
介
護
分
野
で
は
、
少
子
高
齢
化

が
進
行
す
る
中
、利
用
者
の
増
加
、

サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
の
高
度
・
多
様

化
な
ど
今
後
サ
ー
ビ
ス
需
要
の
増

大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
人

材
確
保
の
た
め
、
介
護
就
職
面
接

会
を
開
催
し
ま
す
。

対
象
：
介
護
関
係
の
仕
事
を
お
探

し
の
方　

日
時
：【
豊
橋
会
場
】

11
月
12
日
（
月
）・
13
日
（
火
）

／
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

【
田
原
会
場
】
11
月
19
日
（
月
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分　
場

所
：【
豊
橋
会
場
】
豊
橋
地
方
合

同
庁
舎
【
田
原
会
場
】
田
原
福
祉

セ
ン
タ
ー　
参
加
料
：
無
料　
持

ち
物
：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
雇
用

保
険
手
続
き
中
の
方
）　

申
込
：

不
要

▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋

☎（
０
５
３
２
）52‐７
１
９
３

「
加
入
し
て
い
ま
す
か
？
」

労
働
保
険

　
労
働
保
険
は
労
災
保
険
と
雇
用

保
険
を
総
称
し
た
名
称
で
す
。
正

社
員
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
の
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
人
で
も
労
働
者
を
雇
っ
た
場

合
、
事
業
主
は
加
入
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。（
農
林
水
産
の
一
部

の
事
業
は
除
く
）

▼
豊
橋
公
共
職
業
安
定
所
雇
用
保

険
適
用
課

☎（
０
５
３
２
）81‐０
３
７
７

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署
労
災
課

☎（
０
５
３
２
）54‐１
１
９
４

「
働
き
方
改
革
関
連
法
」が

順
次
施
行
さ
れ
ま
す

１
０
０
５
７
７
５

　
２
０
１
９
年
４
月
１
日
か
ら「
働

き
方
改
革
関
連
法
」
が
順
次
施
行

さ
れ
ま
す
。

▪
主
な
改
正
点

◦
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
導

入【
施
行：
２
０
１
９
年（
中
小

企
業
２
０
２
０
年
）４
月
１
日

～
】

◦
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取
得

【
施
行：２
０
１
９
年
４
月
１
日

～
】

◦
正
規
・
非
正
規
雇
用
労
働
者

間
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止

【
施
行：２
０
２
０
年
（
中
小
企

業
２
０
２
１
年
）４
月
１
日
～
】

▼
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン

タ
ー　
豊
橋
出
張
所
（
豊
橋
商
工

会
議
所
内
）

☎（
０
８
０
０
）２
０
０‐５
２
６
２

【
縦
覧
】東
三
河
都
市
計
画

の
変
更
案
に
つ
い
て

１
０
０
５
８
２
０

　
愛
知
県
で
は
、人
口
減
少・
超
高

齢
社
会
の
到
来
や
大
規
模
自
然
災

害
へ
の
対
応
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
社

会
経
済
情
勢
な
ど
の
変
化
に
的
確

に
対
応
す
る
た
め
、次
の
都
市
計
画

な
ど
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

①
愛
知
県
が
決
定
す
る
都
市
計
画

の
変
更
案

◦
東
三
河
都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

◦
東
三
河
都
市
計
画
区
域
区
分

◦
東
三
河
都
市
計
画
臨
港
地
区

　
ま
た
、
愛
知
県
が
決
定
す
る
都

市
計
画
の
変
更
に
伴
い
、
次
の
用

途
地
域
お
よ
び
地
区
計
画
の
変
更

を
行
い
ま
す
。

②
田
原
市
が
決
定
す
る
都
市
計
画

の
変
更
案

◦
用
途
地
域（
田
原
４
区・吉
胡
蔵

王
）

◦
地
区
計
画（
木
綿
畑
地
区
計
画
）

縦
覧
期
間
：
11
月
13
日
（
火
）
～

27
日
（
火
）　

縦
覧
時
間
：
①
午

前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
30
分 

②
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15

分
／
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

縦
覧
場
所
：
①
愛
知
県
建
設
部
都

市
計
画
課
お
よ
び
市
役
所
街
づ
く

り
推
進
課 

②
市
役
所
街
づ
く
り

推
進
課　
そ
の
他
：
①
縦
覧
期
間

満
了
日
ま
で
に
愛
知
県
宛
て
意
見

書
の
提
出
が
可
能 

②
縦
覧
期
間

満
了
日
ま
で
に
田
原
市
宛
て
意
見

書
の
提
出
が
可
能

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課

☎（
０
５
２
）９
５
４‐６
５
１
５

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23‐３
５
３
５

22‐３
８
１
１

▪
火
災
予
防
の
３
つ
の
習
慣

◦
寝
た
ば
こ
は
絶
対
し
な
い

◦
ス
ト
ー
ブ
は
燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る

◦
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

▪
火
災
予
防
の
４
つ
の
対
策

◦
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る 

◦
寝
具
・
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ

ン
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め

に
、
防
炎
品
を
使
用
す
る 

◦
火
災
を
小
さ
な
う
ち
に
消
す

た
め
に
、
消
火
器
な
ど
を
設

置
す
る 

◦
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由

な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近

所
の
協
力
体
制
を
作
る
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